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答
申
書
に
は
、答
申
内
容
の
ほ
か
、

水
道
料
金
の
改
定
に
あ
た
っ
て
の
留

意
事
項
と
し
て
附
帯
意
見
が
付
せ
ら

れ
ま
し
た
。

【
答
申
内
容
】

1 

改
定
時
期

　
料
金
改
定
の
時
期
が
遅
く
な
る
ほ

ど
料
金
改
定
率
が
高
く
な
る
こ
と
か

ら
、
水
道
利
用
者
へ
の
適
切
な
周
知

期
間
を
設
け
た
上
で
、
可
能
な
か
ぎ

り
早
期
に
改
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し

く
、
改
定
時
期
は
平
成
31
年
度
当
初

と
す
る
こ
と
が
妥
当
。

2 

算
定
期
間

　
料
金
算
定
に
あ
た
り
、
水
道
サ
ー

ビ
ス
な
ど
に
か
か
る
原
価
を
積
算
す

る
期
間
で
あ
る
料
金
算
定
期
間
は
、

水
道
料
金
の
安
定
性
や
公
平
性
な
ど

を
考
慮
し
、
平
成
31
年
度
か
ら
35
年

度
ま
で
の
５
年
間
と
す
る
こ
と
が 

妥
当
。

3 

改
定
率

　
料
金
算
定
は
、
地
方
公
営
企
業
法

な
ど
で
適
当
と
さ
れ
、
多
く
の
事
業

体
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
総
括
原
価

方
式
に
よ
る
こ
と
と
し
、
鳴
門
市
水

道
事
業
ビ
ジ
ョ
ン
の
収
支
見
通
し
や

近
隣
事
業
体
の
料
金
水
準
、
利
用
者

負
担
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

平
均
改
定
率
を
20
％
程
度
と
す
る
こ

と
が
妥
当
。

【
附
帯
意
見
】

①
経
営
の
合
理
化
へ
の
取
り
組
み

　
水
道
事
業
の
経
営
に
当
た
っ
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
経
営
努
力
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、
今
後
も
さ
ら
な
る
経
営
の

合
理
化
や
効
率
化
に
努
め
る
こ
と
。

②
収
益
の
増
加
に
向
け
た
取
り
組
み

　
あ
ら
ゆ
る
収
入
に
つ
い
て
増
収
の

検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
市
全
体
の

取
り
組
み
と
し
て
、
市
の
魅
力
を
高

め
る
こ
と
に
よ
る
人
口
増
加
策
や
企

業
誘
致
策
な
ど
他
部
局
と
の
連
携
を

図
り
、
料
金
収
入
の
増
加
に
つ
な
が

る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

③
料
金
体
系
の
見
直
し
の
検
討

　
基
本
料
金
は
水
道
施
設
の
維
持
管

理
な
ど
の
固
定
費
や
検
針
・
集
金
関

係
費
な
ど
の
需
要
家
費
の
財
源
と
な

り
、
一
定
の
水
準
を
維
持
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
安
定
的
な

収
入
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。

　
今
後
、
水
需
要
が
さ
ら
に
減
少
す

る
と
予
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
将
来

を
見
据
え
た
安
定
的
な
料
金
収
入
を

図
る
た
め
、
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を

持
ち
、
基
本
料
金
と
従
量
料
金
の
割

合
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。

④
料
金
改
定
の
周
知

　
料
金
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
改
定

の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
の
利
用
者

の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
料
金
改
定
の
必
要
性
や
内
容
な

ど
に
つ
い
て
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

⑤
料
金
の
さ
ら
な
る
精
査

　
水
道
事
業
審
議
会
か
ら
の
答
申
を

受
け
て
、
市
が
料
金
改
定
を
実
施
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
最
新
の
経
営
状

況
な
ど
に
よ
り
精
査
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
昭
和
59
年
以
来
、
30
年
以

上
経
過
し
て
の
改
定
と
な
る
こ
と
か

ら
、
利
用
者
の
負
担
に
配
慮
し
た
改

定
が
望
ま
れ
る
。

　
な
お
、
給
水
収
益
の
推
移
や
施
設

の
更
新
・
耐
震
化
な
ど
の
諸
課
題
を

踏
ま
え
、
改
定
後
も
状
況
に
応
じ
て

水
道
料
金
水
準
の
妥
当
性
を
確
認

し
、
適
切
な
対
応
を
図
る
こ
と
。

※ 

水
道
事
業
審
議
会
の
審
議
概
要
や

今
回
の
答
申
書
は
市
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

市企業局長へ答申する玉有審議会会長

鳴
門
市
水
道
事
業
審
議
会

　
水
道
事
業
の
経
営
や
事
業
計
画
、

水
道
料
金
の
改
定
に
関
す
る
事
項
な

ど
の
水
道
事
業
に
関
す
る
重
要
事
項

に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
、
企

業
局
長
の
附
属
機
関
と
し
て「
地
方

公
営
企
業
法
第
14
条
」お
よ
び「
鳴
門

市
附
属
機
関
設
置
条
例
」に
基
づ
き
、

平
成
27
年
４
月
に
鳴
門
市
水
道
事
業

審
議
会
を
設
置
し
た
も
の
で
す
。

　
水
道
事
業
審
議
会
の
委
員
は
、「
学

識
経
験
者
」「
水
道
使
用
者
」「
公
募
に

よ
る
市
民
」な
ど
で
、
15
人
以
内
の

構
成
で
、
任
期
は
２
年
間
と
な
っ
て

い
ま
す
。

水
道
料
金
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
答
申
内
容

　
平
成
29
年
８
月
に
企
業
局
長
か
ら

「
水
道
料
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」審

議
会
に
諮
問
し
、
審
議
会
で
は
以
後

平
成
30
年
５
月
ま
で
計
５
回
に
わ
た

り
審
議
し
、
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
こ

と
か
ら
５
月
30
日
に
答
申
書
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

本
市
の
水
道
事
業
は
、
広
報
２
月
号
と
３
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま

し
た
よ
う
に
、
老
朽
化
し
た
水
道
施
設
の
耐
震
化
や
更
新
を
進
め

る
一
方
、
給
水
収
益
は
減
少
し
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
経
費
削
減
な
ど
の
経
営

改
善
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
進
め
て
も
、
な
お
不
足
す
る
費
用
に
つ
い
て

は
水
道
料
金
か
ら
捻
出
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
平
成
29
年
８
月
か
ら
学
識
経
験
者
や
水
道
利
用
者
の
代
表
、

公
募
市
民
で
構
成
す
る「
鳴
門
市
水
道
事
業
審
議
会
」に
本
市
の
実
情
に
即

し
た
水
道
料
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
諮
問
し
、
審
議
し
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
意
見
が
ま
と
ま
り
、
審
議
会
か
ら
答
申
を
受
け

ま
し
た
。

　
今
回
は
、そ
の
審
議
会
の
答
申
内
容
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問 

市
企
業
局
水
道
企
画
課 

☎
０
８
８
・
６
８
５
・
３
３
３
０

「
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
道
水
が
出
る
生
活
」を

今
後
も
維
持
し
て
い
く
た
め
に
③
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水道事業に関する地区説明会を開催
　市では、水道事業の現状や課題、「水道料金のあり方について」の
水道事業審議会の答申内容などについて、各地区自治振興会単位
で説明会を下表のとおり実施します。

地区名 日　　時 場　　　所
木津神 ７月５日（木）午後７時30分～ 木津元村集会所
中　央 ７月31日（火）午後７時～ 渦潮ふれあい館
斎　田 ７月12日（木）午後７時～ 斎田集会所
黒　崎 ７月８日（日）午後７時～ 黒崎集会所
桑　島 ７月１日（日）午後７時～ 桑島老人憩いの家
川　東 ７月13日（金）午前10時～ 川東公民館
里　浦 ７月27日（金）午後７時～ 里浦公民館
大　津 ７月24日（火）午後７時～ 大津中央公民館
鳴門東 ７月１日（日）午後６時～ 鳴門東地区コミュニティセンター
鳴門西 ７月２日（月）午後７時30分～ 鳴門公民館
北 灘 調整中（決定次第、市公式ウェ

ブサイトに掲載します。）
北灘公民館

堀 江 堀江公民館
板 東 ７月28日（土）午後７時～ 板東公民館
全地区 ８月１日（水）午後７時～ 市消防本部３階会議室
※瀬戸地区での説明会は６月28日に開催しました。

市
で
は
、
水
道
事
業
の
現
状
や
課
題
、
今
回
の
審
議
会
か
ら
の
答
申
内
容

に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
の
各
地
区
説
明
会

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
審
議
会
の
答
申
を
十
分
考
慮
し
、
市
と
し
て
水
道

料
金
の
改
定
内
容
や
実
施
時
期
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
改
定
に
必
要
な
条

例
改
正
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　今
後
も
、
安
全
で
安
心
な
水
道
水
を
安
定
し
て
お
届
け
す
る
た
め
、
よ
り

効
率
的
な
経
営
に
努
め
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
水
道
事
業
へ
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

料
金
改
定
に
向
け
た

市
の
今
後
の
取
り
組
み

　一人ひとりの人権が尊重される「人権尊重のまち
鳴門」を実現していくためには、私たち自らが人権
尊重の担い手であることを認識し、人権問題を自分
の問題として捉え、その解決のために主体的に取り
組むことが大切です。
　そのためにも、今一度「生

いのち
命」について考えてみま

しょう。
　私たちは、「すべての生

いのち
命はかけがえのない大切な

ものである」ことを知っています。自分の生
いのち
命を大

切にし、それと同じように相手の生
いのち
命を大切に思う

ことは、相手を思いやり、認め合い、そして人権を
尊重することにつながります。
　だからこそ私たちは、自分自身や自分の周りにい
るすべての人の生

いのち
命が、いかに大切であるかをしっ

かりと考え、思いやりや助け合う気持ちを持ちなが
ら、生活していかなければなりません。
　現在、鳴門市では、こうした人権啓発活動の一つ
の取り組みとして小学生を対象とした「人権の花運
動」を行っています。

　この運動は、子ども達が協力して花苗を植え付け、
育てることにより「生

いのち
命の大切さ」や「相手への思い

やり」、お互いが協力して「助け合う」という人権尊
重思想をはぐくんでいくための取り組みです。
　子ども達は、花を育てることにより、生

いのち
命に対す

る愛情が生まれ、花が咲いたことに喜び、または、
枯れてしまったことを悲しむといった経験を通して
生
いのち
命の大切さについて学びます。それとともに、協

力してくださる地域の人々との交流を通して、人と
関わりつながる大切さについても学ぶことにより、
自分や周りの人が、ともにかけがえのない大切なも
のであるとの認識を深めていきます。
　私たちも日常生活のさまざまな機会を通して、一
人ひとりが生

いのち
命を大切にする気持ちを持って、お互

いがかけがえのない存在であることを認め合い行動
できるよう、自分の身近な
生活から見つめ直し、「人権
尊重のまち鳴門」の実現を�
ともにめざしていきましょう。

問 市教育委員会生涯学習人権課 ☎088・686・8803　市役所人権推進課 ☎088・684・1148

「人権尊重のまち 鳴門」をめざして
私たちの私たちの

〜 生
いのち

命を大切にする気持ちをはぐくもう 〜
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